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告告 示示

宮崎県告示第 585号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条の規定により、医療

扶助のための医療を担当させる機関を次のとおり指定した。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 586号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２の規定により、

指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 587号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２の規定により、

指定医療機関から次のとおり休止した旨の届出があった。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 588号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項の規定に

より、介護扶助のための居宅介護を担当させる機関を次のとおり指

定した。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

指定年月日所 在 地名 称

平成19年６月１日小林市大字細野1810番地
１

小林泌尿器科ク
リニック

平成19年６月１日児湯郡木城町大字高城
3848番地

医療法人高見会
木城クリニック

平成19年６月１日都城市山之口町花木2262
番３

やまのくち歯科

平成19年５月１日都城市都原町8145番６キャロット薬局

平成19年６月１日延岡市大貫町３丁目 979
番地２

かりん薬局

平成19年６月１日南那珂郡南郷町大字中村
乙2105番地４

マリーズ薬局
南郷

廃止年月日所 在 地名 称

平成19年５月31日小林市大字細野1810番地
１

小林腎泌尿器科

平成19年５月31日児湯郡木城町大字高城
3848番地

木城クリニック

休止年月日所 在 地名 称

平成19年５月31日えびの市大字向江 680番
地

西都クリニック
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宮崎県告示第 589号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事

業所）から次のとおり廃止した旨の届出があった。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

指 定

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成19年

６月１日

児湯郡新富

町大字上富

田7491番地

新富町地域

包括支援セ

ンター

児湯郡新富

町大字上富

田7485番地

４

社会福祉法

人新富町社

会福祉協議

会

平成19年

６月１日

児湯郡高鍋

町大字上江

8437番地

高鍋町地域

包括支援セ

ンター

児湯郡高鍋

町大字北高

鍋 300番地

社会福祉法

人高鍋町社

会福祉協議

会

平成19年

６月１日

児湯郡木城

町大字高城

3848番地

医療法人高

見会 木城

クリニック

児湯郡木城

町大字高城

3848番地

医療法人高

見会

平成19年

４月１日

宮崎郡清武

町大字加納

甲1318－１

アリビオさ

くら デイ

サービス

日南市大字

楠原1840番

地

社会福祉法

人但榮会

平成19年

４月１日

宮崎郡清武

町大字加納

甲1318－１

アリビオさ

くらショー

トステイ

日南市大字

楠原1840番

地

社会福祉法

人但榮会

平成19年

６月１日

東諸県郡綾

町大字南俣

329

ヘルスレン

ト宮崎あや

ステーショ

ン

小林市大字

東方24番地

24

有限会社延

和

平成19年

５月１日

児湯郡木城

町大字椎木

2140番地１

木城町地域

包括支援セ

ンター

児湯郡木城

町大字椎木

2140番地１

社会福祉法

人木城町社

会福祉協議

会

宮崎県告示第 590号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支

援事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護支援事業所）

２ 届出事項

宮崎県告示第 591号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支

援事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護支援事業所）

廃 止

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成19年

５月31日

児湯郡木城

町大字高城

3848

木城クリニ

ック

宮崎市江南

４丁目13番

３号

永田昌彦

平成19年

５月31日

延岡市紺屋

町２丁目３

番地２号岸

株式会社コ

ムスン延岡

北ケアセン

東京都港区

六本木６丁

目10番１号

株式会社コ

ムスン

上店舗 102

号

ター

平成19年

５月31日

日向市富高

6918日豊ビ

ル２階№７

号室

株式会社コ

ムスン宮崎

日向ケアセ

ンター

東京都港区

六本木６丁

目10番１号

株式会社コ

ムスン

平成19年

５月31日

西都市聖陵

町２丁目４

番地ＮＴＴ

西都営業所

１Ｆ

株式会社コ

ムスン宮崎

西都ケアセ

ンター

東京都港区

六本木６丁

目10番１号

株式会社コ

ムスン

平成19年

５月31日

宮崎郡清武

町加納乙 1

32－３

株式会社コ

ムスン清武

ケアセンタ

ー

東京都港区

六本木６丁

目10番１号

株式会社コ

ムスン

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

宮崎郡清武町加納

３丁目16番地メモ

ワール２ 101号室

さくら居

宅介護支

援事業所

日南市大字楠原18

40番地

社会福祉

法人但榮

会

変 更

年月日

居宅介護事業所の名称

変 更 後変 更 前

平成19年

４月１日

アリビオさくら居宅介護

支援事業所

さくら居宅介護支援事業

所
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２ 届出事項

宮崎県告示第 592号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡日之影町大字七折字徳富

10789－１、 10898－２

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び西臼杵支庁並びに日之影町役場に備え置いて縦

覧に供する。）

宮崎県告示第 593号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 延岡市桑平町 299－１

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

299－１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に延岡市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 594号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 東臼杵郡美郷町南郷区鬼神野字井

手之内 938－１、 947－ハ

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字井手之内 938－１・ 947－ハ（以上２筆について、次の

図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 595号

水防法（昭和24年法律第 193号）第16条第１項の規定による水防

警報を行う河川を次のとおり指定する。

なお、水防警報を行う河川の指定（平成18年宮崎県告示第 507号）

は廃止する。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

区 間河 川 名水 系 名

西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所

字下滝下国道赤谷橋から同大

字字古園廻淵取水ダムまで

左岸

三 ヶ 所 川

五 ヶ 瀬 川

西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所

字赤谷国道赤谷橋から同大字

字畦ノ原廻淵取水ダムまで

右岸

西臼杵郡日之影町大字七折字

長迫 13612番17地先から延岡

市吉野町1818番１地先まで

左岸

五 ヶ 瀬 川

変 更

年月日

居宅介護事業所の名称

変 更 後変 更 前

平成19年

４月１日

宮崎郡清武町大字加納甲

1318－１

宮崎郡清武町加納３丁目

16番地メモワール２ 101

号室

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

宮崎郡清武町加納

３丁目16番地メモ

ワール２ 101号室

さくら居

宅介護支

援事業所

日南市大字楠原18

40番地

社会福祉

法人但榮

会
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西臼杵郡高千穂町大字向山字

水ヶ崎3719番２地先から延岡

市三輪町 821番３地先まで

右岸

東臼杵郡北川町大字川内名字

久ヶ瀬 393番地先から北川へ

の合流点まで

左岸

小 川
東臼杵郡北川町大字川内名字

茅場 400番地先から北川への

合流点まで

右岸

東臼杵郡北川町大字川内名字

八戸前水流布袋尊橋から延岡

市川島町3518番２地先まで

左岸

北 川
東臼杵郡北川町大字川内名字

久ヶ畑後山布袋尊橋から延岡

市無鹿町3351番３地先まで

右岸

延岡市宮長町浜砂ダム下流端

から同市樫山町一丁目祝子橋

まで

左岸

祝 子 川
延岡市桧山浜砂ダム下流端か

ら同市中川原町五丁目祝子橋

まで

右岸

延岡市小野町早稲田橋から海

まで
左岸

沖 田 川沖 田 川

同右岸

東臼杵郡美郷町北郷区宇納間

字鹿猪谷鹿猪谷橋から同区宇

納間字琵琶原新辰之元橋まで

左岸

五 十 鈴 川

五 十 鈴 川

東臼杵郡美郷町北郷区宇納間

字中原前鹿猪谷橋から同区宇

納間字竜之元新辰之元橋まで

右岸

東臼杵郡門川町大字川内字下

庭谷庭谷川との合流点から海

まで

左岸

五 十 鈴 川
東臼杵郡門川町大字川内字安

者庭谷川との合流点から海ま

で

右岸

日向市大字塩見字壱反田天神

橋から海まで
左岸

塩 見 川塩 見 川

日向市大字塩見字天神森天神

橋から海まで
右岸

日向市東郷町八重原迫野内字

河原大内原ダム下流端から海

まで

左岸

耳 川耳 川
日向市東郷町八重原迫野内字

荒内大内原ダム下流端から海

まで

右岸

児湯郡西米良村大字上米良字

二畝の谷上米良ダム下流端か

ら同村大字村所字三久保 133
左岸

番６地先まで
一 ツ 瀬 川

一 ツ 瀬 川

児湯郡西米良村大字上米良字

槇之口上米良ダム下流端から

同村大字村所字広瀬 264番16

地先まで

右岸

西都市大字穂北字山内杉安橋

から海まで
左岸

一 ツ 瀬 川

西都市大字南方字竹添杉安橋

から海まで
右岸

西都市大字上三財字大高野水

喰橋から一ツ瀬川への合流点

まで

左岸

三 財 川
西都市大字上三財字水喰水喰

橋から一ツ瀬川への合流点ま

で

右岸

西都市大字三納字川久保観音

橋から三財川への合流点まで
左岸

三 納 川

西都市大字三納字払谷観音橋

から三財川への合流点まで
右岸

宮崎市佐土原町下那珂字浮橋

有喜橋から海まで
左岸

石 崎 川石 崎 川

宮崎市大字広原字稲荷出有喜

橋から海まで
右岸

都城市安久町上豊橋から大淀

川への合流点まで
左岸

萩 原 川

大 淀 川

都城市上長飯町上豊橋から大

淀川への合流点まで
右岸

北諸県郡三股町大字樺山字稲

荷下6084番地先から都城市上

川東四丁目沖水橋まで

左岸

沖 水 川
北諸県郡三股町大字長田字山

田川原47番３地先から都城市

吉尾町沖水橋まで

右岸

都城市山田町山田字山ノ神山

ノ神橋から高崎川への合流点

まで

左岸

丸 谷 川

都城市夏尾町山ノ神橋から高

崎川への合流点まで
右岸

都城市高城町大井手字霧島元

1267番１地先から大淀川への

合流点まで

左岸

東 岳 川
都城市高城町大井手字大迫

1231番２地先から大淀川への

合流点まで

右岸

都城市高崎町大牟田字下向田

平田平頭首工から同町縄瀬字

中平 965番20地先まで

左岸

高 崎 川
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号

）第29条第１項の規定により、次のとおり国見岳鳥獣保護区内の区

域を特別保護地区として指定を行うこととしたので、同条第４項に

おいて準用する同法第28条第４項の規定により当該特別保護地区の

保護に関する指針案を縦覧に供する。

なお、指針案の区域の住民及び利害関係人は、公告の日から起算

して14日を経過する日までの間に宮崎県知事に意見書を提出するこ

とができる。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

公公 告告

都城市高崎町大牟田字平田平

頭首工から同町岩満町 889番

２地先まで

右岸

小林市須木大字中原字宮田新

平野橋から同市須木大字下田

字唐池番屋橋まで

左岸

本 庄 川
小林市須木大字中原字平野新

平野橋から同市須木大字下田

字鶴園番屋橋まで

右岸

小林市大字東方字太鼓橋浜ノ

瀬橋から同大字字茶磨川栗巣

野橋まで

左岸

岩 瀬 川
小林市大字真方字新田場浜ノ

瀬橋から同市大字水流迫字水

流前栗巣野橋まで

右岸

宮崎市高岡町小山田字深坪梅

木田橋から大淀川への合流点

まで

左岸

瓜 田 川
宮崎市高岡町小山田字宗栄司

梅木田橋から大淀川への合流

点まで

右岸

宮崎市大字浮田字出ノ中宮前

橋から大淀川への合流点まで
左岸

大 谷 川

同右岸

宮崎市古城町岡ノ原６番１地

先から同市大字田吉字西田西

田橋まで

左岸

八 重 川
宮崎市源藤町南田68番１地先

から同市大字田吉字西田西田

橋まで

右岸

宮崎市村角町牟田中 233番１

地先から大淀川への合流点ま

で

左岸

新 別 府 川
宮崎市村角町白拍子1075番５

地先から大淀川への合流点ま

で

右岸

宮崎郡清武町大字船引字見極

田4235番１地先から海まで
左岸

清 武 川清 武 川

宮崎郡清武町大字船引字安ヶ

野2331番４地先から海まで
右岸

宮崎市大字鏡洲字前田1556番

地先から海まで
左岸

加 江 田 川加 江 田 川

宮崎市大字鏡洲字中山1790番

地先から海まで
右岸

南那珂郡北郷町大字郷之原字

下原甲3713番３地先から海ま

で

左岸

広 渡 川
南那珂郡北郷町大字郷之原字

壱町田甲3871番１地先から海

まで

右岸
広 渡 川

日南市大字酒谷字上床乙 237

番地先から広渡川への合流点

まで

左岸

酒 谷 川
日南市大字酒谷字種子田乙

1853番４地先から広渡川への

合流点まで

右岸

日南市大字萩ノ嶺字宮ノ原萩

之嶺橋から海まで
左岸

細 田 川細 田 川

日南市大字萩ノ嶺字川前萩之

嶺橋から海まで
右岸

南那珂郡南郷町大字潟上字八

幡谷波平瀬橋から海まで
左岸

潟 上 川潟 上 川

南那珂郡南郷町大字潟上字汐

入波平瀬橋から海まで
右岸

串間市大字市木字峰ノ迫5596

番地先から海まで
左岸

市 木 川市 木 川

串間市大字市木字根頃木5748

番地先から海まで
右岸

串間市大字本城字猪ノ久保

3094番１地先から海まで
左岸

本 城 川本 城 川

串間市大字本城字神ノ川4536

番２地先から海まで
右岸

串間市大字大平字村下河原桂

原橋から海まで
左岸

福 島 川福 島 川

串間市大字西方字村下河原桂

原橋から海まで
右岸

えびの市大字西長江浦字田中

浜川原橋から同市大字栗下字

奈多良第二長江川橋まで

左岸

長 江 川川 内 川
えびの市大字東長江浦字浜川

原浜川原橋から同市大字栗下

字鶴田第二長江川橋まで

右岸
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１ 特別保護地区の名称

国見岳鳥獣保護区特別保護地区

２ 特別保護地区の区域

東臼杵郡椎葉村所在の三方界国有林のうち 135林班は１小班の

一部及びは小班、 136林班は小班、 137林班ろ小班、 138林班ろ

小班、 139林班ろ小班、 140林班ほ小班及びに小班及びろ１小班、

141林班と１小班及びに小班及びほ小班及びと２小班、142林班

い小班及びり２小班及びぬ小班の区域

３ 特別保護地区の存続期間

平成19年11月１日から平成29年10月31日まで

４ 特別保護地区の保護に関する指針案

定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、

鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影

響を及ぼすことのないよう留意する。

５ １から４までに掲げる事項の縦覧場所及び期間

茨 縦覧場所

宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局

芋 期間

平成19年７月２日から平成19年７月17日まで

６ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県環境森林部自然環境課

芋 期間

平成19年７月２日から平成19年７月17日まで

７ 意見書の記載事項

意見書には、当該特別保護地区における指定についての意見と

ともに、意見書提出者の氏名又は名称及び住所を日本語により記

載すること。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号

）第29条第４項において準用する同法第28条第６項の規定により、

国見岳鳥獣保護区特別保護地区の指定について公聴会を次のとおり

開催する。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号

）第14条第４項において準用する第７条第４項の規定により、特定

鳥獣保護管理計画に基づくニホンジカの狩猟期間の延長について、

次のとおり公聴会を開催する。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

意見を聴こうとする案件場 所日 時

国見岳鳥獣保護区特別保護

地区の指定について

椎葉村役場２階第

２会議室

東臼杵郡椎葉村大

字下福良1747番地

20

平成19年７月

26日牙

午後１時30分

から

意見を聴こうとする案件場 所日 時

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

田野町八重地区土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任につい

て次のとおり届出があった。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成23年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

宮崎市田野町乙 680番地川 越 初 義理 事 長

宮崎市田野町乙 678番地川 越 廉 透副理事長

宮崎市田野町乙 661番地渡 部 道 男理 事

宮崎市田野町乙 955番地１國 部 幸一朗理 事

宮崎市田野町乙 959番地岩 城 憲 二理 事

宮崎市田野町乙 13644番地野 田 浩 吉理 事

宮崎市田野町乙 666番地蛯 原 巌理 事

宮崎市田野町乙1041番地日 美 庄 三理 事

宮崎市田野町乙 13711番地西 田 重 利理 事

宮崎市田野町乙 661番地１渡 部 利 明総括監事

宮崎市田野町乙 955番地１國 部 新 一監 事

住 所氏 名役 名

宮崎市田野町乙 661番地１渡 部 利 明理 事

宮崎市田野町乙1376番地１國 部 剛理 事

宮崎市田野町乙 959番地岩 城 憲 二理 事

宮崎市田野町乙 955番地１國 部 政 行理 事

宮崎市田野町乙 13632番地垂 野 正 己理 事

宮崎市田野町乙 13644番地野 田 浩 吉理 事

特定鳥獣保護管理計画に基

づくニホンジカの狩猟期間

の延長について

県庁７号館環境森

林部会議室

宮崎市橘通東２丁

目10番１号

平成19年７月

25日我

午後１時30分

から
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土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

田野町北地区土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任について

次のとおり届出があった。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成22年４月８日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

田野町東地区土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任について

次のとおり届出があった。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成23年５月13日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

宮崎市田野町乙9686番地の２安 藤 秀 秋理 事

宮崎市田野町乙9929番地川 越 恒 春理 事

宮崎市田野町乙 11132番地野 崎 紘 文理 事

宮崎市田野町乙9597番地尾 下 豊理 事

宮崎市田野町甲2071番地ロ号船ヶ山 高 敬理 事

宮崎市田野町甲2030番地２船ヶ山 信 光監 事

宮崎市田野町乙9160番地平 原 義 盛監 事

住 所氏 名役 名

宮崎市田野町甲1599番地１長 倉 良 守理 事 長

宮崎市田野町甲5604番地４田 中 忠 治副理事長

清武町大字今泉甲4673番地長 友 一 孝理 事

宮崎市田野町甲5194番地１古 瀬 康 人理 事

宮崎市田野町甲4687番地イ長 友 貞 利理 事

宮崎市田野町甲7550番地１日 美 秀 親理 事

宮崎市田野町甲6175番地イ号加 藤 勝 敏理 事

清武町大字今泉甲4672番地１川 口 照 美代表監事

宮崎市田野町甲5587番地ロ号永 井 順 一監 事

宮崎市田野町甲4700番地１長 友 吉 春監 事

住 所氏 名役 名

宮崎市田野町甲2032番地の１渡 邊 友 美理 事

宮崎市田野町甲6166番地藤 山 博 雪理 事

宮崎市田野町甲7511番地谷 口 修 一理 事

宮崎市田野町甲4684番地イ号山ノ上 武 夫理 事

宮崎市田野町甲5610番地の５曾 我 篤 美理 事

清武町大字今泉甲4637番地２黒 田 貞 幸理 事

宮崎市田野町甲5228番地の４若 森 春 美理 事

宮崎市田野町甲5578番地鍋 倉 義 治監 事

清武町大字今泉甲4676番地ロ黒 田 奈良利監 事

宮崎市田野町甲4676番地日 野 利 博監 事

住 所氏 名役 名

宮崎市田野町甲2030番地２船ヶ山 信 光理 事 長

宮崎市田野町乙9938番地１川 越 重 雄副理事長

宮崎市田野町甲2061番地５長 友 裕 二理 事

宮崎市田野町乙 11139番地１野 導 親 一理 事

宮崎市田野町乙 10130番地２仕 垣 次 雄理 事

宮崎市田野町乙7731番地１黒 木 公 明代表監事

宮崎市田野町乙9597番地尾 下 豊監 事

宮崎市田野町乙1039番地藤 野 吉 郎理 事

宮崎市田野町乙 955番地１國 部 新 一理 事

宮崎市田野町乙 680番地川 越 初 義理 事

宮崎市田野町乙 670番地國 部 均監 事

宮崎市田野町乙 666番地蛯 原 正 浩監 事
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次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。

平成19年７月２日

宮崎県知事 東国原 英 夫

平成19年度宮崎県職員採用試験（短期大学卒業程度・高等学校卒

業程度）、宮崎県看護師採用試験、宮崎県診療放射線技師採用試験、

宮崎県臨床検査技師採用試験を次のとおり実施する。

平成19年７月２日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

完了年月日事 業 名市町村名地区名

平成19年５月22日ふるさと農道緊急整備

事業

都農町内野々

人事委員会公人事委員会公告告
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平成19年度警察官Ｂ（男性）採用共同試験及び平成19年度宮崎県

警察官Ｂ（女性）採用試験を次のとおり実施する。

平成19年７月２日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武
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